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南宋朝創草期の財政問題の一考察
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Iet. じ め

南宋朝成立の創草期にあっては，財源の中央集中化の度合の分折も大切なこ

とではあるが，対金国との戦時に備えて各地1<::，或は行在に駐屯している軍隊へ

の軍資・軍糧の充足及び補給の課題が，より重要視されてくるように思われる。

この点から考えて，創草期の国家の経済状態を見る時には，駐屯地域別iζ ，或

はその地域での指揮者(統率者)個々の財政状態を見直す必要が生じてくる。

かかる理由から乙の小稿においては，宋朝南渡後より紹興 11年(1 1 4 1年)

の対金和議までの約 10数年間の経済を，地域別及ぴ税目別に分折して考察し

てみようとするものである。ただし，乙れは今後の研究の一つの手掛りとして
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の史料整理にとどまってしまったこと，及び時間的な関係で殆んど史料を建炎

以来繋年要録によっていることをお断りしておきたい。

一南宋朝創草期の経済状態

南宋朝初期の財政機構についてみると，建炎以来繋年要録(以下繋年要録と
( 1138) 

略) ，巻 121，紹興 8年 8月乙丑の条K ，

徽猷閣待制江准荊漸等路経制発運使程通入見言，劉嬰為九使，財賦悉帰於

一，国朝始分為二，而三司使居中，発運使居外，相為表裏，今租庸分於転

運司，常平分於提挙司，塩鉄分於茶塩司，鼓鋳則有抗治司，平準則市易司，

総之以戸部，而発運使徒有其名

とあり，同家財政の統轄権は戸部にあることを知る乙とができる。しかし実際
(1132) 

の分掌をみると，繋年要録，巻54 紹興2年 5月丙戊の条lζ ，

工部侍郎韓肖宵応詔言，天下財賦案名，旧悉隷三司，今戸部，惟上供之目而

己，問諸路所総集名於戸部，戸部不可能悉，問諸郡所総集名於漕司，漕司

不可能悉，失一案名則所入所出可罷，罷之可併，併之為定籍簡明可考，漕

司総諸州，戸部総諸路，以視出納則無陥失突

とあるように，多種目にわたる税徴収についてはさておき，発運使が州の段階

を，そして戸部が路の段階での事務整理責任を負っているように恩われる。既

tζ諸先学者によって，南宋期全体を通じて新税目が多数創設され，その結果民

衆にとっては重敏の連続であったことは指摘されているところである。はたし

て創草期にあってはどうであったのか。少しく史料をあたってみると，繋年要
( 1131) 

録，巻49，紹興元年 11月乙巳の条lζ

迫功郎陳剛中上書論，今民力凋療，国用匿乏，而穴食之官衆，不急之務繁，

行在之局務可省，併者三分居一，而州県穴食尤可怪骸，以月三十之，不知所

費繕銭幾可，万民之脂膏日以乾掴，邦之財賦日以輩粍，奈之伺，民不窮且

盗也，願罷穴食，去虚文以足邦用

とあり，迫功郎陳剛中は，民衆は病み衰え，国家の財源は乏しくとEっている実

情を述べ，その原因は，行在においては局務が多すぎ，それに従事する富吏の

数の膨張，即ち人件費の無駄使いに起因するものだと指摘している。或は，繋
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(1132 ) 

年要録，巻 54，紹興2年5月丙支の条においては，太常少卿王居正は高級官僚の増

加による費用(人件費)の増加を指摘している。即ち宋国初進士の合格者は数

十人を過ぎなかったのが，現在に至つては4・5百人になっている事実を挙げて

いる。他方，向上の史料で，右文殿修撰李陵は，国家財政の逼迫化，及び民衆
① 

の貧困化の原因は，毎月の官吏の費用支出にあるのではなくて，軍兵tζ用する

費用の多いことにあるのだとしている 以上の史料は 2， 3の事例にすぎない。
@ 

軍兵及び宮員の穴濫による国家財政逼迫の実態は随所lζ見ることができる。か
③ 

かる状況下において，国家当局は財源の確保を大前提に，民衆 K対し

ては重微を強制したのである。即ち，常賦の外l乙，軍事情勢によっては新たな

る催科を実施している。一方，各地方で実際に政治の衝にあたる官吏達は，国

家財政の安定のために省費，裕国・強兵・息民の策を掲げている Q しかし，国
は)

家財政の充実と社会政策とを同一次元に置く乙と自体に疑問は残り，重点をど

ちらに置くかはともかくとして，国家当局は軍事費捻出を計るあまりに重放の

歴史を続けたのである。

今，国家財政の状況についてみると，
⑤ 

歳 入

国 初 1，000万繕弱

紹興 4年 3，342万余絹

5年 3.060万余絹

6年

7年 3.667万余繕

歳 出

3，393万余縞

4，060万余繕

3，276万余繕

3.828万余鱈

とあり，赤字財政であることは容易に理解できる。更には，繋年要録，巻 96，
(1135 ) 

紹興 5年 12月辛亥の条に，

権戸部侍郎王候言，兵革未息，屯成方輿大計，所入充軍須者十居八九，此

国用所以常乏

とあって，国家収入の約 8-9割を軍事費に使用し，園用は常lζ乏しい実態に

あることを指摘している。しかし一方では，国家は財源確保のために新税の創
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設等財政の安定化へと努力をしている。と乙ろが，実際衝にあたった官吏達が

功を急ぐあまりに，逆に民衆に過大な負担増を及ぼしている乙ともある。即ち
(1131) 

繋年要録，巻42，紹興元年 2月乙酉の条K ，

先是開勝非被命宣撫江湖三路，首訪民痩皆云，正税之外科条繁重，乃命民

間陳其色目，税米一斜，有輸及五・六斜，税銭一千，有輸及七・八千者

とあって，税米 1朗のと ζ ろを 5・6斜輪約七‘オ二!主ならず，税銭1，000文のと

乙ろを 7・8000文納入せねばならない状況を述べている。乙のようなことは

例えば「命民戸有税一銭，輸四銭」とあるように多々あったのではないかと推

測される。
⑥ 

国家の財源は，正税等は勿論のことではあるが，他K経制銭・総制銭6月特

銭・和纏及び専売品である茶塩香磐の収入によっているようである。上供銭物
(I132) 

についてみると，紹興 2年 5月甲申の条にかなり詳細に書かれている。また，
(1132) ⑥ 

繋年要録，巻59，紹興2年冬 10月庚子の条には

都省言，江西吉・ 2奇州・臨江軍上供糧斜，累年不至，今歳豊稔，乞命倉部

員外郎孫逸，向転運副使韓球催理三十万餅，赴鎮江府交納，従之

とあって，糧斜の上供は毎年行われているとは限らず，豊作の年tとは必ず実施

するよう吋じている。或は「其諸路歳入財賦，至行在者，実数甚微志ともあ

り，上供銭の国家への納入額の減少をうかがL、しめるものがある。しかし，地

域によっては，例えば薪州・漕州の如きは天災等の理由で上供銭・租税米を免
(1l37) 

じている。一方では，繋年要録，巻 112，紹興7年秋 7月戊子の条に，

尚書審言，州県財賦率多妄用，亦或失取，縁此上供応欠，漕計不足

とある。即ち，上供銭物の重要さの度合に関しては全く相反する記述であるが，

恐らくは上供銭物の多少，或(立地域性によってそれに対する比重は大きく異な

るのであろう。まfこ，塩を借用すれば商販を妨げるという理由で，上供銭を鼓

鋳のために貸与している例も見られるδ

一 国家財政との関連

(イ) 張凌の場合一一四川地域
( 1121) 

今，軍隊の存在及び配置を史料によってみると，繋年要録，巻40，建炎4年
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1 2月の条K ，

是歳行在大軍月費見銭五十余万絹，銀島幸号栗在外，而諸路養兵之費不興震

とあり，また繋年要録，巻 54，紹点lE5月丙成の条tと，

張凌一軍以川侠購之，劉光世一軍以准斯購之，李綱一軍湖広購之
( 11 34) 

とあり，更には繋年要録，巻 80，紹興4年 9月庚申の条lζ ，

神武右軍中軍七万二千八百余人，共支銭二百三十一万余絹，劉光世・韓世

忠・岳飛・玉突四軍十二万一千六百余人，共支銭二十八万余縞，合内外諸

軍共二百五十九万余絹

とある。即ち行在における大軍，四川・侠西の負担による張竣，准南路・両

漸路による劉光世，刑湖路・広南路による李綱，及ぴ韓世忠・岳飛・王受の軍

隊の存在を知ることができる。

まず，ここに張俊に関しての史料を検索してみよう。繋年要録，巻40，紹興
( 1134) 
4年 12月の条K ，

宣撫処置使張俊命四川民戸，歳輸激賞絹三十万匹有奇，侯辺事盆息即罷，

四川国税大約凡三百銭，令民輸一匹絹，而成都・彰・漢・工P・萄・永康六

郡，自天聖間官以三百銭，市民間布一匹，民甚便之，其後不復予銭而取其

布，民始以為病，至是宣撫可歳裁侠西・河東北三路絹綱三十万匹，令民輸

其直以購軍，西川匹為十一千，東川匹為十千，歳凡三百万繕有奇，謂之絹

佑，又裁布綱七十余万匹，匹取其直三千，歳凡二百万鱈有奇，謂之布佑云

とあり，更に続いて，

自俊入萄尽起諸路常平・坊場銭以婚軍，次科激賞絹布，次則尽起常平司積

年本息和纏等米，次則対纏税戸米，対纏者，如甲家歳輸米百斜，則又対穣

百停i以備軍儲，萄民始困失

とある。即ち宣撫処置使張俊は，四川の民戸lζ対して激賞絹 30万匹を課して
(阻23-1031 ) <t 

いる。一方成都府路においては，北宋天聖の間より民間の布一匹を 30峨で買

い上げていたのを，代金を支払わずして布を取り上げ，そのために民衆が困り

はじめた事実，そこで宣撫司は現物の絹そして布の代りに現銭を徴収し，軍隊

の費用Iζ供している。即ち乙れが絹佑銭，布佑銭と呼ばれるものである。
⑬⑬  

乙乙で四川地域において，財政に関係のある記録を掲げてみると，
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萄 茶 105 万絹 史料(イ)

四川酒課(隔槽酒務) 140 万絹 (ロ)

萄 塩 400余万繕 (1¥) 

増引銭引 150 万鱈 ド)

増引銭引 200 万繕 体)

四川酒課 690余万絹 十す

茶塩酒息の類 2，000 万貫 (ト)

四川総領所 入3.342万余鱈 伊)

出3，394万余絹

経総二司銭 540余万絹 (リ)

増印銭引 300 万縄 (ヌ)

増印銭引(制司増印銭引) 300 万絹 。吟

史 料

(ィ) 朝野雑記，巻 14，甲集，萄茶の条
( 112年8)十

(建炎)二 一月， (越)応祥至官遂大更茶法，宮買・官売並罷，

倣察京都茶場法，印給茶引，使商人即園戸市茶，置合同場以稽其出入，

重私商之禁，其法毎斤引銭春七十・夏五十J 市利頭子在外，所過徴一

銭，往徴一銭五分，毎百斤塘十斤勿算，自後引息銭乃復至ー百五万絹

(ロ) 繋年要録，巻53，紹興2年夏4月己己の条

宣撫処置使張俊言，直秘閣都大同主管川侠茶馬公事兼随軍転運使越開，
(1l30) (1l3l) 

措置川路隔槽酒務，自建炎四年春至紹興元年秋，増収息銭一百四十万

娼

( 1132) 

付繋年要録，巻 58，紹興2年 9月甲申の条

是日直竜図閣宣撫処置司随軍転運使専一総領四川財賦趨開，初変塩法

尽権之，倣大観法置合同場収引税銭，興茶法大抵相類，而厳密過之，

初成都・撞;11・利州路十七州塩井戸，自元豊間歳輸課利銭銀絹総為直

八十万繕，比軍所輸巳増数倍，至是開始令毎斤輸引銭二十有五，土産
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税及憎添約九銭四分，所過税銭七分，住税一銭有半，応折銭引者，毎

引別輸提勘銭六十，其後又t曽貼納等銭，萄中塩課最盛者莫如，簡州旧

為課利銭線千三百絹，絹千九百匹，銀百両，引法初行歳課至四十八万

余絹，他州倣此，自是歳益増加，合三路所輸至四百余万鱈，而要路十

三州及隆・栄・耶・眠諸州官煎者不興君

t二) 繋年要録，巻 68，紹興三年九月甲寅の条

川侠宣撫司随軍転運使越開，増印銭引一百五十万絹，以銭ヨ|未通流於

要路故也

約繋年要録，巻 69，紹興三年冬十月甲午の条

川侠宣撫司随軍転運使越開，憎印銭引二百万，於要路市糧及金銀，以

宣撫司於恭 .t音州纏米三十万斜故也，俄又増印二百万繕

付朝野雑記，巻 14，甲集，四川酒課の条

紹興三年十月張貌公為宣撫使承制，以越応祥総領財賦，応祥言，濁民

己困，惟権酒尚有扇余，遂大変酒法，白成都始，令罷公努売供給酒，

即旧撲買坊場所置隔醸設官主之，民願醸者米一斜輸銭三千，明年遂編

四路行其法，於是歳課逓増至六百九十余万絹

(吋繋年要録，巻 75，紹興4年夏4月庚辰の条

値竜図閣都大同主管川侠茶馬公事兼宣撫処置司随軍転運使専一総領

四川財賦越)開乃奏言，川侠屯駐大軍費用浩翰 ，i曹司所入止充常賦，

諸司銭物見在不多，累年経費，委是趨開悉力措置茶塩酒息之類，通計

約二千万貫，資助調度，

的繋年要録，巻此紹副lL)12月の条

是歳四川総領所，収銭物三千三百四十二万余絹，支三千三百九十四万

余縞，而呉前一軍費銭一千九百五十五万絹，
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( 1135) 

(リ) 繋年要録，巻 86，紹興5年間 2月己己の条

大凡東南諸路経総二司銭，歳収一千四百四十余万繕，四川歳収五百四

十余万繕

例繋年要録，巻97，紹興(tl益与正月丙戊の条

是日総領四川財賦鎗開，増印銭引三百万繕，市軍儲

。ゆ繋年要録，巻 106，紹興6年冬 10月壬子の条

四川制置大使席益，以便宣増印銭引三百万鱈，市軍儲，制司増印銭引

始此

(I134) 

と伝っている。乙乙で留意しておく乙とは，茶塩酒息銭が財源の大部分紹興4

年では約 60%を占めていること，及び年を経るに従って槽印銭引による軍儲

の購入が行われていることである。事実，物価高であるのに銭欠少の現象が既

に現われている。
⑬ 

(ロ) 劉光世の場合一一江漸地域
( 1133) 

次に劉光世の軍について見るζ とにしよう。繋年要録，巻63，紹興8年 8月

戊午の条に

初漸西安撫大使兼知鎮江府劉光世言，本軍月費銭二十七万絹，朝廷及糟司

機応副十六万七千有奇，雄有取援鎮江ー郡財賦之名，而兵火之後所入微細，

欲援帰漕司，祇乞貼数応副，都省言，漸西提刑司具到鎮江酒税課利回賦，
(l13I) 

以紹興元年計之，為乙百余万貰石匹両，兼本府水陸要衝，商買輯奏，若諸

色税課悉帰公上，則比之前日不無増羨，乃如光世所奏財賦，並合漕司拘収

酒税，令両通判措置

とゐって，劉光世の軍の一カ月の費用は 27万繕;-(年間』とすれば約324万繕)

でゐり，約 62 ~もにあたる 1 6万7千絡は国家の補助を受けている。しかし，

思う様には税金も集積できず補助金の増額を申請している。しかし鎮江府は商

業の盛んな，地理的K好条件な場所にあるということで善処するの段階で終っ

ている。その外にも劉光世の軍費在補助している記録も散見される。特に両並行
⑪ ⑬  
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(1131) 

地域をみる時，価銭による折納が目 tζ留まる。即ち，繋年要録，巻41，紹興元
⑬ 

年春正月戊午の条に

戸部侍郎孟庚言，両社青路夏税及和買紘絹一百六十万余匹，半令輸価銭，毎

匹両千，従之
(113]) 

とあり，更にはまた，繋年要録，巻43，紹興元年夏4月壬午の条lζは

詔，江漸諸路上供紬絹，半折見絹三千，伯易軽粛赴行在

とあって，上(両漸路〕の史料では，紬絹の折銭毎匹 2，000文，下(江漸諸路)

では，それが 3.000文となっている。乙の 1，000文の差異に対する疑問につい
( 1131) 

ては，繋年要録，巻46，紹興元年 8月丁亥の条Iζ

詔，諸路折吊銭昨毎匹三千，慮高下不等，若一葉立定，有馬公私，自来年

令諸路漕司，各佑実直申省聴，倹指揮約折時諸路絹直線二千，所折高民多

倍費，故言者以為請也

とあって，折する時には 2，000文で行っている。しかし，乙の折島銭が見銭な

どと当局からの指定を受けた場合，或は交換比率を高められた時には，納税者
( 1134) 

は多いに困るものである。即ち，繋年要録，巻 81，紹興4年冬 10月甲午の条

1<:， 

初令江新民悉納折吊銭，用戸部侍郎梁汝嘉請也，是時行都月費銭百余万絹

且援発軍馬，財無所従出，故令民輸紬全折，輸吊者半折見銭，毎匹五千二

百省，折吊銭自此益重

とあるように，都行在の経費 10除万鱈の補給のために，折島銭(匹Cと5，200

文)を納入させている。これよりますます折自銭は重くなったことも述べられ
(I 136) 

ている。また紹興 6年 8月には，米斜への折納をも実施している。

村和纏の場合
( 1131) 

次lと和濯の事』と闘して考えてみよう。繋年要録，簡50，紹興元年 12月の条

1<:， 

初命戸部降本，下江漸・湖南和纏米，以助軍儲

とあり，或は，繋年要録，巻 54，紹興官官5月庚辰の条lζ ，

詔，江東西路纏米十万石，於建康府鏡州椿管，応副行在及防秋使用，自巡

幸以来，軍儲歳計多仰斯西，而平江・湖・秀之産，倍於他郡，至是久両三
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州中下之田，率皆掩没，而上田所損十亦二三，議者恐所入必院，故於江南

憎纏

とある乙とからも明らかなように，高度穀物生産地域である両漸路，江東西路

において和濯が行われたのも当然なことであろう。他方，和纏で最も重要伝乙

とは，豊作の地域，即ち穀価の低い地域において国家が和纏を行わなければい

けないという乙とである。史料においてみてみると，繋年要録，巻 118，紹興
(1131) 

7年 12月乙亥の条に，

戸部尚書章誼入対，上諭日，天下苗米須輿措置，其不熟処険検放外，止令

輸銭，的運銭於豊熟之地権米，如此則公私両利突，誼退以上旨告執政行之

とあって，収穫の大なる地域において和纏していることがわかる。そして首都

である臨安，次いで穀物高度生産地域である平江府に和羅場を置き，年間 600

万石を羅している。しかし，一方では和濯に対する弊害も現われている。即ち
⑫(  1136) 

繋年要録，巻100，紹興 6年夏4月丙辰の条IL

司農寺丞金安節面対論和纏之弊，大略言，以行在観之，去歳纏価僅，用今

歳三分之ー，而粒米有余，願羅者衆，近歳州県和纏往往有弊，或不増価勧

誘，使之願羅，而朝L令有物力之家，等第均認，雌名和纏，而実抑配，其弊

一也，又所均之数亦未集，而硯先告緋以凱恩賞，及当起発，乃始追呼倉狩

供輸，民力重困，其弊二也，又或興射利之民，相為表裏貸，以公怒使営私

利，取貴価於官，而以賎価羅之於民，専収其扇，利不及衆，其弊三也

とあって，有力者(富者)からの低価でもっての強制買上げ的性格を持ってい

ること，及び衝にあたる官吏の不正を弊害の理由として挙げている。

市場での米穀の出回りの減少によって，米価格が騰貴した時には，抑える方

法として繋年要録，巻44，紹興元年 5月己酉の条l乙

詔，以米価貴，諭積粟之家出耀三千斧l以上
( 1135) 

とあり，更には，繋年要録，巻 88，紹興5年夏4月丁巳の条に

中書言，民間米踊貴，詔戸部借支神武中軍糧食一月

とあって，有力の家の蓄積した米を売却させ，斑討賦中軍の車掌食糧 1カ月分を

放出させることによって，国家が米価の安定へと調節に乗り出している事実を
( 1138) 

確認できる。まfこ，繋年要録，巻 122，紹興8年 9月丁亥の条には，

侍御史薪振言，近除発運使令権米，以侍闘用，其価錐随時低昂，当使官価
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高於民間，の不加耗，及即時支銭，則有以助国寛民，詔従之

とあって，米を纏するのに長調の市場面格よりも高く買いあげ，目盛り通りの重さ

で，即時代金の支払いを終えれば，国用を助け，他方では民衆を救うという利

点を掲げている。

的塩の場合

塩について見てみると，朝野雑記，巻 14 ，甲集，総論国朝塩~の条tζ ，

国朝塩策旧有三路，解塩行於闘中，東北塩行於東西幾旬，東南塩行於江准，

東南塩者通泰煎塩也，旧為江湖六路漕計，察京為政始行妙法，取其銭以婚

中都，自是准漸之塩則官給亭戸本銭，諸州置倉許商人買紗算請，闘広塩則

宮般宮売，以助歳計，其後亦行妙法，然罷復不常，旧准塩息銭歳八百余万

結，紹興初続三十五万絹而己

とあり，解塩・東北塩・東南塩の 8種があり，北宋末tζ奈京が政権を担当する

以前は江湖六路の財政K ，以後は妙法を行い臨安の財源に寄与している。

最初に准漸塩についてみると，上記の史料K，r准漸之塩則官給亭戸本銭，

諸州置倉許商人買紗算請Jとある。即ち，国家は塩の生産者である亭戸に現銭

を与えて生産をさせ，商人には塩紗を買わせて塩の入手を許している。
( 11 32) 

今，繋年要録，巻 58，紹興2年 9月甲申の条K ，

詔，准新塩，毎袋令商人貼納通貨銭三千，巳算譜而末信者亦如之
( 1134) 

とあって，准漸塩ー袋は 3β00文であ不 まt:，繋年要録，巻72，紹興4年春d 旬

正月乙卯の条には，

詔， t住祈塩紗銭，毎袋t普帖納銭三千，通旧為二十一千，諸州所収帖納銭，

並計綱赴行在

とあって，諸州で収納した帖納銭は，行在t乙綱運しているo

次K広塩について見ると，朝野雑記，巻 14，甲集，広塩の条tζ

広塩田従官売，建炎四年春以准道不通，戸部侍郎葉募乞，通関広塩於諸路，

侍郎高衛因議，即慶州権貨務，習広南塩紗二十万絹，以供行宮之用，末幾

復止，是時恩州未有塩，紹興初以献土生発始権之，塩田一頃二十四畝，置

竃六十七，産塩七十万斤有奇，後収浄息銭三万鱈
(ll31 ) 

とあり，繋年要録，巻 50，紹興元年 12月辛巳の条には
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後置広西茶塩司，旧准南塩息銭歳収八百万絹，自軍輿准南道梗，許通広塩

於江湖諸路，而二年半入納才七十五万鱈，至是江湖塩価毎斤為七八百銭，

議者以為利厚，而冒販者多，故復直官提挙

とある。
( 1135) 

広東塩に闘しては，繋年要録 巻94，紹興5年冬 10月乙己の条lζ

監察御史周葵守殿中侍御史，詔広東塩以二分即本路通商，余一分官売充漕

計，広東塩旧従官売，其後許通商於剃湖南北及吉州，至是復有此命，尋又

増紗銭為二十万鱈，
(1138 ) 

とあり，更には，繋年要録，巻 120，紹興八年六月庚申の条Ii:，

広東塩，九分行妙法，一分産塩州県出売，皆不出嶺

とある。従来は官般官売であったのが，妙法を用いる様になっている。
(1138) 

広西塩については，繋年要録，巻 120，紹興八年六月庚申の条に

詔，広西塩歳以二分令・雷・廉・高・化州官売，人戸食塩，余八分行紗法

とあって，年生産高の 8分を妙法で販売している。
( 1135) 

今，塩の収入額をみてみると，繋年要録，巻92，紹興五年八月丙午の条Ii:，

以戸部言，去年収茶塩香銭，共二千四十三万余繕故也

とあり，紹興4年度の総歳入額の約600/0を占めている。また，繋年要録，
( 1136) 

巻 104，紹興六年八月の条に，

是月詔，権貨三務，歳収及一千三百万繕，許推賞，大率塩銭居十之八

とあって，権貨務で取り扱かっている商品の 800/0という多きを占めている。

体) 見銭関子の場合
( 1131) 

見銭関干についてみると，繋年要録，巻48，紹興元年冬 10月壬午の条1<:， 

詔，戸部印押見顕関子降付，受州召人入中，執関子赴杭・越，権貨務請銭

毎千搭十銭，為優潤，有偽造者，依川銭引抵罪，東南会子法，益張本於此

とあって， 1 ~もの割増金をつけての商人の入中であり，東南会子の本であると

いわれる。また， r時朝廷降見銭関子為纏本」とあるように，国家が降した見

銭関子を線本はしている。しかし，流通品ら見てみると，繋年要録，巻84
( 1135) 

紹興五年春正月の条tζ

詔，権貨務毎日入納，銭以其半支給見銭関子，府権戸部尚書章誼請也，時
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州県以関子抑配民間充羅本，権貨務又止日納鋭三分之ー償之，限帯者多，

人皆嵯怨，故誼以為請

とあって，必ずしも流通面からは十分だとは言えないようである。勿論，見銭

関子は発行する国家の信用の上に裏付けされた通貨的機能を持っているもので

あろう。

付告牒等の場合

財源確保の方法として，以上に掲げたものとは別なものが実在している。
(1131) 

まず宮田の出売からみてみよう。繋年要録，巻45，紹興元年 6月甲成の条t乙

詔尽脅諸路富田，毎路以憲臣総領措置，朝廷為摂総務一員佐之，時fs宗

;t以軍興用度不足，故有此議，令下民大以為擾，後迄不行

とある。即ち軍事費用調達のために官田の出売を試みているのだが，結局は民
( 1l32) 

衆の不満をかい実施されてはいない。しかし，紹興2年 6月には，江祈・湖広・

福建諸路において宮田の出売の実施をみている。ともあれ，官田の出売による
@ 

財源調達の方法は，中心的なζ とであったとは言い難いようである。

次Iζ ，国家が官職(宮告)を売る乙とによって財用を満たす方法がある。例

えば「承直郎直二万五千鱈，修五郎直四万五千絹」とかあって，史料において
⑫ 

も数見される。しかし，官告の売り渡しによってどの程度の収入を得ていたの

かというト33ル的な史料は目lζ留まらない。
( 1132) 

度牒についても史料K散見される。例えば，繋年要録，巻60，紹興2年 11 

月壬午の条に，

詔，江漸・福建諸州造甲五千副，毎度牒ー為銭百二十千，以償三副之直

とあり，或は繋年要録，巻 100，紹点l智夏4月丙午の条にも，

至是配売度牒益多，官直百二十千，民間三十千而己

とあって，かなりの数の度牒が売られた様であるが，官告の場合と同僚に史料

にはそれらをトータルした額は出てこない。

三 史料にみられるその他の税目

乙乙では史料lζ出てくる税目と思われるものを列挙してみよう。
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( 1129) 
イ)繋年要録，巻 28，建炎 8年 10月戊戊

令東南八路提刑司，歳収諸色経制銭赴行在，一日権添酒銭，二日量添売

槽銭，三日増添田宅牙税銭，四日官員等請給頑子銭，五日棲屈務添三分

房銭，其後歳収凡六百六十余万鱈，而四川不興貴
一一一一 ( 113l) 

繋年要録，巻 43，紹興元年夏 4月庚午

尚書戸部侍郎孟庚請，諸路無額銭附経制起発，従之，於是通妙芳定申占，

及売槽等銭，凡七色
⑫ 

一一一一一一 ( ll35) 

ロ)繋年要録，巻 86，紹興5年間 2月己己

参知政事孟庚言，準勅差提領措置財用，今乞以総制司為名，専察内外官

司隠漏遣欠，行移如三省体式，応、本司措置事件依例進呈得旨関申尚書省，

白鋳印賜諸路係省銭出入，旧経制司毎千頭子銭二十三，其十上供，其十

三州県及漕計支用，庚増十銭，又請収萱旦長皇室，抵当四分息銭，主主

司移用銭・勘合朱墨銭・常平司七分銭・茶塩司袋息等銭，又収入戸合零

就整二税銭・免役一分寛剰銭，又収官戸不滅半民増三分役銭，又収常平

司五文頭子銭，並令諸州通判・諸路提刑司拘催，其後東南諸路歳収総制

鉱七百八十余万絹，而四川不預馬，大凡東南諸路経総二司銭，歳収一千

四百四十余万繕，四川歳収五百四十余万鱈
( 1135) 

ハ)繋年要録，巻 93，紹興5年 9月辛未

詔，総制司近取漕司雑税及常平培収頭子銭・紗芳勘合銭，脅戸長顧銭・

常平一分寛剰銭・正税零崎剰数等並罷，以久早用都省請也

ニ)繋年要録，巻 94，紹前132冬 10月丁己

詔，商飯米停|往皐傷州県者，所過免収力勝税，時江東漕司以為請，故右

諌議大夫越需奏除之

ホ)繋年要録，巻 95，紹興5年 11月丁酉

詔，預借民戸和買紬絹二分，止令輸見絹，母得抑納金銀，除、頑子銭外，

毎千収康費銭，母得過十文，用殿中侍御史王緒請也，緒又言，去冬己預

借和賀，今聞復有二分指揮，向来収療費銭，毎千有至百銭者，今既納見

僑，自無慮ち剥不合更収市利，従之

へ)繋年要録，巻 98，紹興 6年 2月発亥

詔，臨安府民間俄舎銭，不以多寡並三分中減一分，白地銭減四分之一
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以上，史料によって税を検索してみたが，その項目の多いのには驚く。個々

の税に関する研究は今後の課題としておきたい。

お わ り

一国が政治的，経済的に中央集権化した国家を創設し，そこにおいて正常な

運営・発展を維持するためには，安定した財政制度の下での生産・分配，そし

て消費が行われなければなら rctいであろう。南宋朝を考えてみる時，それは新

しい体制の国家を創設したのではなく，既成の国家がその地を追われ，難を避

けて遷都し，領土が半減したにすぎ伝い国家なのである。かかる情勢を考える

と，南宋朝成立の当初から中原回復を大前提に武断派が台頭し，金国tζ対して

攻撃，或は防禦のためにと莫大役軍費の支出も当然なこととして受けとられる。

一方農業に従事している大多数の民衆は，国境地域における戦闘のためtζ土地

は荒廃し，それにもかかわらず重税を賦課され，遂には流亡して盗賊となる者

も多数あった。国家基盤安定のために穀物の高度生屋地域である両漸・江南等

の東南諸路が財政的に重要視されたのも遇然な乙とではない。

南宋朝創草期の財政をみると，税項目の多いのには一驚せざるを得なし、。乙

れら新設された諸税は，付加的に加重されたものが多く，これらの税の賦課は

両税法下でのことであり，負担者側にとってはより過重負担となるのも当然の

ことである。それにも増して国家としてはより多くの現銭を必要とし，南宋全

体が貨弊経済の中lζ繰り込まれるのも時聞の問題でもあろう o 財源の中心をな

すものは，既にみたように専売品である茶塩香磐等からの収息銭であり，商人

からの商税であった。しかし，たとえ権貨などによって財源を得たとしても，

それらの多くは軍兵等を維持するための費用，或は稿賞銭l乙使用され，実質的

な国庫収入ととEるものは，ほんのわずかな額にしか伝らぽかった。これでは予

算もたたず，即ち南宋創草期の国家は，政治的には中央集権化はできつつゐる

とは言え，逼迫化した経済情勢下にゐつては，財政制度の確立にまでにはまだ

時闘を必要とするであろう。ともあれ創草期の国家を考える時，軍事費への支

出が大きな割合を占め，即ち金固との戦争，或は和平，換言すれば武断派か和

平派かという選沢にまで財政問題が大きくかかわってくるように恩われる。
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創草期の財政を考える時，軍事費等の多大佐出費のため，財源の取れるもの

から，或は取れる地域からより多くを獲得しようとし，それを以って今必要と

するもの，及ぴ地域tとおいて消費しようとすると乙ろがうかがわれる。ここに

商人の台頭を見，更には地域的な作物の商品化及び特産化の現象が推察される。

要するに，既に南宋朝lとあっては両税法下での田税収入の限界，及び塩諜に

よる収入増大は指摘されているが，南宋朝創草期の戦時体制下にあってもその

傾向は顕著に現われている。
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1. 繋年要録，巻 54. 紹興 2年 (1132)年 5月丙戊

(太常少卿王)居正応詔言，省費尤切大略謂，……，如園初歳挙進士不過数十，今至

四五百人，此其費亦大突

2. 繋年要録，巻 54. 紹興2年 (1132)5月丙成

右文殿修撰季陵応詔言，……，計行朝毎月官吏之費寡，而軍兵之費多，是掲天下財，
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虚，省費・裕国，此大者，銀難以来正兵散四方流為盗賊，故軍籍臼削，願倣康定・治

平弓手義勇之制，申以選操教習之法，却有緩急停佐行陳，或分保守.1lIk人有願籍則進

必死，敵退不潰散失，生民之不得休息為日久突，常賦之舛迫以軍期，吏縁為姦，数取

百端復為冠所遍逐田桑失時，冠去婦業未容息肩，倦科之吏，己呼於~~ .使何所措手足

乎，願諸都邑招集流散，官貸之種倹三年収，始責其庫置置籍書之，以諜殿最，強兵・息

民，此其先者.(太常少卿王)居正応詔言，省費尤切大略調，……，如国初歳挙進士
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流亡終莫能救，甚可病也

5. 朝野雑記，巻 14. 甲集，国初歪紹照天下歳収数

渡江之初，東南歳入不満千万

繋年要録，巻 111 .紹興7年(1l31)5月壬午

既而(李)治言，本司案llJ簿籍並皆不全，紹興四年所収銭物計三千三百四十二万余繕，

比所支計闘五十一万余鱈，五年収三千六十万余繕，比所支計闘一千万余繕，皆以宣司
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機剰銭，及次年所収登帯通那応副，六年未見収数，支計三千二百七十六万余繕，今年

所収計三千六百六十七万余稽，比所支計朗ー百六十一万余鱈

6. 繋年要録，巻43，紹興元年(1131) 3月庚子

7. 例えば，繋年要録，巻 52，紹興2年(1132)3月葵丑

戸部尚書李蒲大言，道路無限諸路上供銭濁，並依限起発赴行在，従之

8. 繋年要録，巻 54，紹興2年 (1132)5月甲申
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三十九万疋，江西川広瀬南両社時，結二百七十三万疋，東川両漸湖南綾羅覇軍七万匹，成

都府錦鯖千八百余匹段，皆有奇，江准聞広別湖折吊銭，蓋自此始

9. 繋年要録，巻 60，紹興2年 (1132)1 1月の条で，度支員外郎胡蒙の言である。

10. 繋年要録，巻91，紹興5年 (1135)秋7月甲成
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繋年要録，巻91， 紹興5年 (1m)年秩7月丙子

又請免澄州上供銭三年，皆従之

また減額の措置としては，繋年要録，巻91，紹興5年 (1135)秋7月成子

時湖南早，行府奏，減本路秋税苗米之判，従之

11. 繋年要録，巻56，紹興2年 (1132)秋 7月戊寅

提黒占江漸・京湖・福建・広南路坑冶鋳銭王換言，鼓鋳乏本銭，乞借支漸塩五千袋，令

本司販売，及借留上供銭十五万繕，為困易本銭，都省言，借塩有妨商販，乞借上供銭，

従之

12. 朝野雑記，巻 14，甲集，両川激賞絹

両川激賞絹者，建炎四年宣撫慮軍使司量宣於四川民戸勧諭，令其等第輸納，以助給賞，

凡三十三万余匹，倹辺事密息即罷，不為永領j

13 朝野雑記，巻 14， 甲集，両川崎零絹佑銭両川崎雰絹佑銭者，本三路綱也，万承平時，

東西両川毎歳於二税及和買崎零絹内，起正色絹三十万匹応副，侠西，京西・河東支遺，

謂之三路繍運，建炎三年張貌

公出使川侠，改理佑銭以給軍食，西川毎匹至為銭十一千，東川毎匹十千

弘朝野雑記，巻 14，甲集、西川布佑銭

西川布佑銭者，始天聖中酵回帥萄於成都府・却・萄・彰・漢州・永輿軍産麻六郡，銭

市官布毎匹給銭三百，以起上供及三路綱運，是時債値頗優民楽輿官為市，至照寧聞物

己責，於是毎匹増債至四百，然始以等第配率，及軍輿以来，遂改理佑銭以自信大軍，毎

匹至為銭三千

15. 繋年要録，巻 79，紹興4年 (1134)8月美己

太常少卿陳拘言，今日;之弊物責而銭少，祖宗以来有司鼓鋳之数既多，而t世於四商，其
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禁甚厳，川侠之閲，以鉄易銅而行之

16. 同様な記述が，繋年要録，巻 55，紹興 2年 (1132)6月丙午

遺殿中侍御史江済・尚書度支員外~B胡蒙，黙検密j光世軍中将士告帖，具毎月合請銭糧

実数以聞，時都督呂願浩至鎮江，而軍告乏，願浩言，光世軍月費銭二十二万縄，除取

援鎮江一郡財賦外，朝廷己応副其半，望令壱部堂各一員考究，如有闘数乞窪行支降，

如無闘数亦乞行下光世照会

17. 前年の紹興 2年 (1132)秋 7月に両漸漕臣梁汝嘉が鎮江府県の酒税務を措置し，その銭

でもって劉光世の軍費を補助している。即ち繋年要録，巻 56，紹興2年 (1132)秋7

月了丑詔両新漕臣梁汝嘉，措置鎮江府県酒税務，以其銭助111光世軍費

18 繋年要録，巻 49，紹興元年(1131)1 1月甲辰

詔，以鎮江府常州江陰軍苗米三十七万餅，為111光世軍中一歳之用，の令漕担分月給之

繋年要録，巻58，紹興2年 (1132)9月成寅

罷鎮江府織御H~羅，上諭輔臣，方軍輿有司置乏，宣可以朕服御之物為先，且省七万鱈

助劉光世軍費也

19. 折烏銭K関しては，曽我部静雄「南宋の和買絹及び折烏銭の研究J( r宋代財政史」

所収)に詳細に論究されている。

20. 繋年要録，巻 118 ，紹興8年夏4月庚申

是日初置戸部和濯場於臨安，其後又増於平江，歳纏米六十万石

21. 同様な内容の記事が，繋年要録，巻 59，紹興2年 (1132)冬 10月乙己

右諌議大夫徐附言，比降塩紗指錆応商販，准新塩之未信者，毎袋貼納銭三千

22. 朝野雑記，巻 16，甲集，東南会子

東南l日無会子，大観中豪京当国，嘗倣川i交子法為銭引行之，然所出狼多，又宮司不以

出納，故旋即廃，紹興元年冬高宗在越，張忠烈俊以神武右軍分屯委州i，朝延以水道不

通，始置見銭関子，召商人入申，其法入見銭於委州，執関子赴杭・越権貨務，請銭毎

千搭十銭，為優潤

a. 繋年要録，巻83，紹興4年 (1134)1 2月丙申

24. 繋年要録，巻 55，紹興 2年 (1132)6月成午

詔・江漸・湖広.福建諸路，各委漕臣一員措置，出売宮田

25. 繋年要録，巻45， 紹興元年 (1131)6月己己

a. 例えば，繋年要録，巻 93，紹興5年 (1135)9月乙酉

降迫功郎告身於祈西諸州博徳，毎道四千繕

とか，或は繋年要録，巻 109 ，紹興7年 (1131)2月甲寅

建康府節度推宮社臨等並循一資，以本府言，勧誘大姓，買官告銭三十万縞了足故也，

自是率如此例
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'Zl. 繋年要録，巻 87， 紹興5年 (1135)3月丁丑

詔，諸路勘合銭毎貫収十文足，勘合銭，即所謂鯵腐定帖銭者


